
「多治見市役所の位置を定める条例の一部を改正
するについて」は、令和２年３月定例会および６月
定例会において、継続審査となり、同年９月定例会
で審議未了廃案となりました。
その後、本条例は、市および議会において約２年
におよぶ議論を経て、今定例会（令和４年６月定例会）
に再度提出され、特別多数議決（出席議員の３分の
２以上の者の同意が必要）によって可決しました。
６、７ページで本庁舎建設に関する特集記事をご
覧いただけます。
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